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ヤフー事件／組織再編成に係る行為計算否認規定の適用の可否

～法人税法 132 条の 2（不当性要件）の意義～

平成 28 年 2 月 29 日最高裁判決（棄却）（確定） Ｚ８８８－１９８４

税理士 依田 孝子

………………………………………………………………………………………………

はじめに

法人税法 132 条の 2（組織再編成に係る行為又は計算の否認）の解釈適用をめ

ぐり争われていたヤフー事件及びにＩＤＣＦ事件の最高裁判決が、平成 28 年 2

月 29 日に言い渡された。これらの事件では、裁判の過程で多くの税法学者の鑑

定意見書が提出され、同法 132 条の 2 にいう「法人税の負担を不当に減少させる

結果となると認められるもの」（不当性要件）の解釈について、納税者の予測可

能性の観点などから同法 132 条（同族会社等の行為又は計算の否認）と同様に解

すべであると主張されたが、認められなかった。以下、平成 13 年に創設された

法人税法 132 条の 2 の解釈及びその判断基準につき、最高裁として初めて示され

たヤフー事件の判決を紹介する。

Ⅰ 事案の概要等

１ 情報サービス業等を営む上告人（ヤフー）の代表取締役会長ｄは、平成 20

年 10 月 27 日、ｃら上告人の常勤取締役に対し、上告人によるｂ社（ａ社の完

全子会社）の買収を提案し、さらに、ａ社は、同年 11 月 21 日、上告人に対

し、書面により、上告人がｂ社を 700 億円で買収することなど次の①から④ま

での手順で組織再編成を行う提案（本件提案）をした。

本件提案における組織再編成の手順は 4 段階で構成されており、これに基づ

き、平成 21 月 3 月 30 日に上告人とｂ社は適格合併（本件合併）をした。

① ｂ社が新設分割により簿価 34 億円の新会社（ＩＤＣＦ）を設立する。

② ｂ社が上告人に対し新会社の発行済株式全部を 174 億円で譲渡し、ｂ

社は新会社の株式譲渡益 140 億円を平成 14 年 3 月期分及び同 15 年 3 月

期分の未処理欠損金額の一部と相殺する。

③ ａ社が上告人に対しｂ社の発行済株式全部を 700 億円（税務上資産 200

億円、事業資産 326 億円及び現金 174 億円の合計額）で譲渡する。

④ 上告人が平成 21 年 3 月 31 日までにｂ社を吸収合併し、ｂ社の未処理

欠損金額の残額を承継し、上告人の事業収益と相殺する。

２ 上告人は、本件合併の際に上告人の代表取締役社長であったｃがｂ社の取締

役副社長に就任していたため、本件合併は法人税法施行令（平成 22 年政令第

51 号による改正前のもの。以下「施行令」という。）112 条 7 項 5 号の特定役

員引継要件を満たしており、同項 1 号の事業関連性要件も満たしていることか
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ら、法人税法（平成 22 年法律第 6 号による改正前のもの。以下「法」とい

う。）57 条 3 項のみなし共同事業要件に該当するとして、同条 2 項に基づき、

本件欠損金額（ｂ社の平成 15 年 3 月期から同 18 年 3 月期までに発生した未処

理欠損金額）を上告人の欠損金額とみなして、同条 1 項に基づきこれを損金の

額に算入し、平成 21 年 3 月期の法人税の確定申告を行った。

３ これに対し、麻布税務署長は、副社長就任を含む上告人の一連の行為は、特

定役員引継要件を形式的に満たし、本件欠損金額を上告人の欠損金額とみなす

こと等を目的とした異常ないし変則的なものであり、これを容認した場合に

は、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるとして、法 132

条の 2 に基づき、本件欠損金額を上告人の欠損金額とみなすことなく上告人の

平成 21 年 3 月期の所得金額を計算し、更正処分等をした。

Ⅱ 争点

本件の主な争点は、①法 132 条の 2（不当性要件）の意義、②ｃのｂ社副社長

就任は、法 132 条の 2 の規定に基づき否認することができるか否かである。

Ⅲ 最高裁判所の判断

１ 「法 132 条の 2」の趣旨・目的

組織再編成は、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用する巧

妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあ

ることから、法 132 条の 2 は、税負担の公平を維持するため、組織再編成におい

て法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行わ

れた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行

う権限を税務署長に認めたものと解され、組織再編成に係る租税回避を包括的に

防止する規定として設けられたものである。

２ 「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義

法 132 条の 2 の趣旨及び目的からすれば、同条にいう「法人税の負担を不当に

減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編

成に関する税制（組織再編税制）に係る各規定を租税回避の手段として濫用する

ことにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、

その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定

されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出し

たりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような

行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在する

かどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して

税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の

本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと

認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
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３ みなし共同事業要件～特定役員引継要件～

租税回避行為を防止するため、法 57 条 3 項において、企業グループ内の適格

合併が行われた事業年度開始の日の 5 年前の日以後に特定資本関係が発生してい

る場合については、「当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等とし

て政令で定めるもの」（みなし共同事業要件）に該当する場合を除き、特定資本

関係が生じた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等を引

き継ぐことができないものとされている。

法 57 条 3 項のみなし共同事業要件は、施行令 112 条 7 項において、適格合併

のうち、①同項 1 号から 4 号までに掲げる要件又は②同項 1 号（事業関連性要

件）及び 5 号（特定役員引継要件）に掲げる要件に該当するものとされていると

ころ、上記①の各要件は、上記の趣旨から、双方の法人の事業が合併の前後にお

いて継続しており合併後には共同で事業が営まれているとみることができるかど

うかを事業規模等から判定するものである。これに対し、上記②の各要件は、同

項 2 号から 4 号までの事業規模要件等が充足されない場合であっても、合併法人

と被合併法人の特定役員が合併後において共に合併法人の特定役員に就任するの

であれば、双方の法人の経営の中枢を継続的かつ実質的に担ってきた者が共同し

て合併後の事業に参画することになり、経営面からみて、合併後も共同で事業が

営まれているとみることができることから、同項 2 号から 4 号までの要件に代え

て同項 5 号の要件（特定役員引継要件）で足りるとされたものと解される。

４ 一連の組織再編成に係る行為

事実関係等によれば、本件の一連の組織再編成に係る行為は、ａ社による平成

20 年 11 月の本件提案の手順を基礎として、上告人が、ａ社からｂ社の発行済株

式全部を譲り受けて完全子会社とした上で（本件買収）、その約 1 か月後にｂ社

を法 2 条 12 号の 8 イの適格合併として吸収合併すること（本件合併）により、

法 57 条 2 項に基づき、ｂ社の利益だけでは容易に償却し得ない約 543 億円もの

未処理欠損金額（本件欠損金額）を上告人の欠損金額とみなし、これを上告人の

損金に算入することによりその全額を活用することを意図して、同 21 年 3 月 30

日までのごく短期間に計画的に実行されたものというべきである。なお、本件提

案において、ｂ社の多額の未処理欠損金額を上告人に引き継ぐことが前提とされ

ていたことは、ｂ社の発行済株式全部の売却想定価額 700 億円に、ｂ社の未処理

欠損金額のうち約 500 億円に税率 40％を乗じて算出された「税務上資産 200 億

円」が含まれていたことからも明らかである。

諸事情に鑑みると、ｃは、ｂ社において、経営の中枢を継続的かつ実質的に担

ってきた者という施行令 112 条 7 項 5 号の特定役員引継要件において想定されて

いる特定役員の実質を備えていたということはできず、副社長就任は、本件合併

後にｃが上告人の代表取締役社長の地位にとどまってさえいれば上記要件が満た

されることとなるよう企図されたものであって、実態とは乖離した上記要件の形

式を作出する明らかに不自然なものというべきである。
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また、本件提案から副社長就任に至る経緯に照らせば、ｂ社及び上告人におい

て事前に副社長就任の事業上の目的や必要性が認識されていたとは考え難い上、

ｃのｂ社における業務内容もおおむね本件合併等に向けた準備やその後の事業計

画に関するものにとどまり、ｃの取締役副社長としての在籍期間や権限等にも鑑

みると、副社長就任につき、税負担の減少以外にその合理的な理由といえるよう

な事業目的等があったとはいい難い。

５ 副社長就任の不当性要件該当性

以上を総合すると、副社長就任は、組織再編成を利用して税負担を減少させる

ことを意図したものであって、適格合併における未処理欠損金額の引継ぎを定め

る法 57 条 2 項、みなし共同事業要件に該当しない適格合併につき同項の例外を

定める同条 3 項及び特定役員引継要件を定める施行令 112 条 7 項 5 号の本来の趣

旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められる

というべきである。

そうすると、副社長就任は、組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段

として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして、法 132 条の 2

にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当た

ると解するのが相当である。

６ 「その法人の行為又は計算」の対象範囲

法 132 条 2 の趣旨及び平成 19 年法律第 6 号による改正の経緯等を踏まえると、

同条にいう「その法人の行為又は計算」とは、更正又は決定を受ける法人の行為

又は計算に限られるものではなく、「次に掲げる法人」の行為又は計算、すなわ

ち、同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味するものと解するのが

相当である。したがって、副社長就任は、更正処分等を受けた上告人の行為とは

評価し得ないとしても、本件合併の被合併法人（同条 1 号）であるｂ社の行為で

ある以上、同条による否認の対象となるものと解される。

【ＩＤＣＦ事件の判示事項】

分割後、ｂ社がｉ社（ヤフー）に上告人の発行株式全部を譲渡する計画（本件

計画）を前提とするｂ社からの新設分割（本件分割）は、組織再編成を利用して

税負担を減少させることを意図したものであって、適格分割の要件を定める法 2

条 12 号の 11 イ及び施行令 4 条の 2 第 6 項 1 号、適格分社型分割につき譲渡損益

の計上の繰延べを定める法 62 条の 3 並びに資産調整勘定の金額の損金算入等に

ついて定める法 62 条の 8 の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受

けるもの又は免れるのと認められるというべきである。

そうすると、本件計画を前提とする本件分割は、組織再編税制に係る上記各規

定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものと

して、法 132 条の 2 にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認め

られるもの」に当たると解するのが相当である。
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≪関連ホームページ≫

〇裁判所ホームページ 最近の裁判例

http://www.courts.go.jp/

以上


